
総　論
近年の情報技術の飛躍的な発達や民主主義

の発展に伴い、世論が外交政策に与える影響
力はますます高まっている。外交政策を効果的
に実施するためには、政府のみならず、各国の
国民への直接的な情報発信や国民レベルでの
交流の促進を通じて、日本への関心や親近感を
高め、良好な対日イメージの形成に努めること

（パブリック・ディプロマシー）が不可欠である。
このような観点から、外務省は、伝統文化

やポップカルチャーを含む多様な日本文化の
紹介、国際交流基金を通じた海外での日本語
普及などを行っている。さらに、関係省庁や
諸機関と連携を図り、在外公館（海外におけ
る日本の大使館・総領事館など）などを活用
し、日本の強みや日本人の価値感及び地方の
魅力を積極的に諸外国に発信している。

国際世論に影響力を持つ有識者層をターゲッ
トとした取組としては、海外のオピニオン・リー
ダー、ジャーナリスト、一定の指導的立場に就
いている者又は将来活躍が期待される人々の日
本への招へいや日本人有識者の各種国際会議
への参加支援を行っている。開発途上国に対し
ては、文化無償資金協力の実施、国連教育科
学文化機関（UNESCO・ユネスコ）などの国
際機関との協力を通じ、文化遺産の保存・修繕
や専門家の人材育成などの支援を行っている。

重要な外交課題に関する発信・広報にも重

点的に取り組んでいる。東日本大震災後の風
評被害対策及び日本ブランドの復活・強化に
ついては、在外公館を通じた地方の魅力発信
プロジェクト及び対日理解促進のための招へ
い事業を展開するとともに、国際会議のサイ
ドイベントの実施等を通じて、日本産品の安
全性や東北を始めとする日本の地方の魅力等
に関する海外発信を積極的に行った。

領土保全の分野では、国際主要メディアに
よる総理大臣や外務大臣、各国駐在大使への
インタビューの実施、有識者やメディアへの
説明、IT広報の充実等により、世界各国で積
極的かつ効果的な情報発信を行い、日本の基
本的立場及び主張の正当性についての理解と
支持の拡大に向けて積極的に取り組んでいる。

8月には、報道対策、国内外への広報、文化
交流を統一的な司令塔の下で戦略的・有機的
に実施することを目的として、外務省は、外務
報道官・広報文化組織を新設する機構改編を
行った。また、日本の広報文化外交の取組を強
化することを目的として、外務大臣を本部長と
するパブリック・ディプロマシー戦略本部を設
置し、10月に第1回会合を開催の上、広報文化
外交の基本的な考え方や今後の広報戦略など
について議論を行った。さらに、内閣官房とと
もに国際広報連絡会議を開催し、国際広報分野
における他省庁との連携にも取り組んでいる。

第４節
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各　論

	 1	 海外への情報発信

（1）海外広報

日本についての海外への情報発信は、日本
及び日本人への理解を深め、「日本ファン」
を世界で増やしていくために極めて重要な取
組である。外務省は、海外における対日認識
を調査・分析し、各国・地域の特性を踏まえ
ながら、外国のオピニオンリーダー（世論形
成で主導的な役割を果たす人物）の日本への
招へい、外国における講演会、広報誌や映像
資料の制作、インターネットの活用 1などの
多様な手段を通じて、日本の政策や社会・文
化といった幅広い一般事情に関し、積極的に
海外への情報発信を行っている。また、外国
人観光客の増加につながる日本の魅力の紹介
やコンテンツ（情報）、デザイン、食などの
分野における日本企業の海外展開に資する広
報事業にも取り組んでいる。

さらに、東日本大震災後の風評被害対策や
日本ブランドの復活・強化についても、在外
公館を通じた地方の魅力発信プロジェクトや
対日理解促進のための招へい事業を展開し、

日本産品の安全性や東北を始めとする日本の
地方の魅力などに関する海外発信を積極的に
行った。また、被災地の復興への取組に関す
る広報、震災でも示された日本人の強靱な精
神性、日本の製品・技術・ポップカルチャー
の底流にある日本的な価値に対する理解促進
を目的として、被災県の県知事を英国と香港
に派遣し、日本と被災県についての発信活動
を行ったり、6月の「リオ＋20」や2013年1
月の「日・ASEAN友好協力40周年キック
オフレセプション」の機会を利用した日本／
東北ブランド普及のための事業をそれぞれ開
催地であるリオデジャネイロ（ブラジル）や
ジャカルタ（インドネシア）で実施した。

また、主要外交課題において広報文化外交
が重要な役割を果たすという認識に基づき、
戦略的な広報文化外交を推進するため、外務
大臣を本部長とするパブリック・ディプロマ
シー戦略本部を設置し、10月に第1回会合を
開催した。

（2）諸外国における日本についての論調と海外メディアへの発信

2012年は、日本の東日本大震災からの復
興と原子力政策の行方、竹島問題への対応、
尖閣諸島をめぐる日中関係の緊張、円高、デ
フレ、消費税、TPP協定などに関する日本
の経済政策、衆議院選挙と安倍政権の政策に
対して、海外メディアから高い関心が寄せら

れた。そのほかにも、東京スカイツリーの完
成、山中伸弥京都大学教授のノーベル賞受賞
などについても広く海外で報じられた。

日本の外交政策に対する国際社会の理解や
支持を得るためには、海外メディアを通じた
戦略的かつ効果的な対外発信が不可欠であ

1	 「外務省ホームページ（英語版）」（http://www.mofa.go.jp/）は、日本の外交政策に関する情報を、また「Web Japan」（英語、一部多言語）（http://
web-japan.org/）では日本の一般事情を発信している。また、在外公館でも、全ての大使館・総領事館が、独自のホームページを開設し、現地
の言語や英語で情報を発信している。
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る。外務省は、G8・G20サミット、国連総
会、APEC首 脳 会 議、ASEM首 脳 会 合、
ASEAN関連首脳会議などあらゆる外交機会
を捉え、海外メディアに対し日本の立場につ
いてきめ細かな情報提供や取材協力を行っ
た。また、太平洋・島サミット、原子力安全
に関する福島閣僚会議といった国内で開催さ
れた主要外交行事に際しては、関心を持つ
ジャーナリストをこれらの会議に合わせて各
国から招待し、取材機会を提供することに
よって、会議の成果などに関する効果的な情
報発信を実施した。このほか、総理大臣や外
務大臣の外国訪問などの重要な機会には、記
者会見やインタビュー、海外の新聞への寄稿
などを実施している。

3月の震災後1年に際しては、国際社会か
らの支援に改めて感謝の意を表するとともに、
復興への決意を示すため、総理大臣及び外務
大臣が主要国際メディアによるインタビュー
を複数実施した。また、総理大臣の論説を世

界各国のメディアに寄稿した結果、計58か
国・地域の65メディアに掲載されるに至っ
た。このほか、各国駐在の大使・総領事から
震災後1年に際するメッセージを各国の現地
メディアに発信し、延べ137メディアで報じ
られた。2月末には、東京電力福島第一原発
事故への対応状況を透明性のある形で国際社
会に説明するため、内閣官房・外務省・東京
電力主催で外国メディア向けの同原発の取材
ツアーを実施し、計15メディアが同原発の
サイト内を取材し、その状況につき報道した。

領土保全の分野では、竹島については、李
イ

明
ミョン

博
バク

韓国大統領の同島上陸を受け、また、
尖閣諸島をめぐる情勢については、日本政府
が尖閣三島の所有権を取得した後の中国側の
対応を受け、総理大臣、外務大臣、各国駐在
大使などによる国際主要メディアのインタ
ビュー・寄稿の実施などを行い、これを通じ
て日本の基本的立場や主張の正当性について
理解と支持の拡大に努めた。

	 2	 文化外交（日本ブランドを含む。）

（1）文化事業

諸外国における対日理解の促進や良好な対
日イメージの推進は、パブリック・ディプロ
マシーの重要な要素である。このため、外務
省は、在外公館や国際交流基金を通じて、日
本文化紹介事業を積極的に実施し、日本文化
の総合的・戦略的発信に努めている。その
際、伝統文化・芸術に加え、世界的に高い人
気を誇るアニメ、漫画、ファッションなどの
いわゆるポップカルチャーについても積極的
に発信している。

特に、2012年は東日本大震災後1年を経て、
日本が諸外国から受けた支援に対する感謝の
意と復興に向かう日本の姿を示すこと、東北

地方本来の豊かな文化や風土を世界に向けて
紹介し、海外における日本再生に関する理解
の深化と風評被害などによるイメージダウン
からの回復を図ることは、重要な外交課題で
あった。この課題への取組として、国際交流
基金を通じて様々な分野を組み合わせた総合
的な文化事業「震災を乗り越えて～日本から
世界へ～」を世界86か国138都市において実
施した。具体的には、米国ニューヨークの国
連総会議場などにおける東北民俗芸能などの
公演、震災復興に向けた建築展や東北の魅力
を集めた写真展、復興や再生をテーマとした
劇映画やドキュメンタリーの外国語字幕付き
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DVD上映会、東北や復興についての講演会
やシンポジウムなどを実施した。これらを集
中的に開催した1か月の間に、世界各地での
参加者数は、約5万6,000人に達した。

また、各種の周年記念といった外交上の節
目を迎える国との間では、政府関係機関や民
間団体と連携しながら大規模な記念事業（要
人往来、各種会議、広報文化事業など）を重
点的に実施し、二国間交流を強化することに
より、より一層効果的な対日理解の増進を目指
している。例えば、2012年には、日・イスラ
エル外交関係樹立60周年を記念して、著名な
日本人クラブアーティストによる公演を、日中
国交正常化40周年を記念して夏祭やファッ
ションショーを、また、日・アルジェリア外交
関係樹立50周年を記念して、文楽公演などの
一連の大型文化事業をそれぞれ実施した。

日本文化の総合的発信の例として、7月に
パリで開催された世界最大級の日本文化紹介
イベントである「JAPAN EXPO 2012」（来場
者約22万人）に、外務省は国際交流基金、観
光庁、国際観光振興機構、科学技術振興機構
などと連携して参加し、日本文化への関心を
広げる事業や訪日観光促進事業を実施した。

さらに、外務省は、互いの文化への関心や
相互理解を深めるとの観点からポップカル
チャーを通じた国際文化交流にも積極的に取

り組んでいる。例えば、海外で漫画文化の普
及に貢献する漫画家を顕彰することを目的に
2007年に外務省が創設した国際マンガ賞は、
2012年で第6回を迎え、38の国・地域から
245作品の応募があった。特に、第5回に最
優秀賞を受賞した「I KILL GIANTS」（作
者：ケン・ニイムラ/原作者：ジョーケリー

日・アルジェリア外交関係樹立 50 周年（文楽公演）

黒森神楽（岩手県宮古市の伝統芸能）フランス公演（震災復興関連 
事業）（写真提供：国際交流基金）

第6回	国際漫画賞授賞作品／授賞者

最
優
秀
賞

タイトル：
Listening to the Bell

【ガンサダーンの音が聞こえる】
作者：

Kosin Jeenseekong／コーシン・チー
ンシーコン（タイ）

優
秀
賞

タイトル：
Melon Seed School Vol. 3

【ワクワク学校 第3学期】
作者：

Ittiwat Suriyamart／イティワット・
スリヤマート（タイ）

優
秀
賞

タイトル：
半空的花【空中の花】
作者：

姚巍／ヤオ・ウェイ（中国）
優
秀
賞

タイトル：
5 Menit Sebelum Tayang

【放送開始5分前】
作画者：�Muhammad Fathanatul Haq／

ムハマッド・ファタナトゥール・ハック（インドネシア）
原作者：�Ockto Baringbing／オクト・

バリンビン（インドネシア）
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/訳：柳　享英）は、2012年11月に小学館か
ら発売されるなど、国際漫画賞のレベルは近
年大きく向上している。受賞者を通じて海外
における漫画文化の質が更に高まることが期
待される。また、民間企業主催の事業に外務
省が後援を行っている世界コスプレサミット

は2012年に10回目を迎えた。第1回目の参
加国は3か国だったが、年々参加国が増えて
おり、2012年は世界各国で予選を勝ち抜い
た20か国の代表チームによる熱戦が繰り広
げられた。同サミットの開催に当たり、2007
年から外務大臣賞を付与している。

（2）人物・教育分野での協力

外務省では、諸外国において世論形成・政
策決定に大きな影響力を有する要人、各界で
一定の指導的立場に就くことが有力視される
外国人などを日本に招き、人脈形成や対日理
解の促進を図る各種の招へい事業を実施して
いる。また、教育やスポーツの分野でも、人
物交流の促進のために様々な取組を行ってい
る。こうした事業は、相互理解や友好関係を
増進させるだけでなく、国際社会における日
本の存在感を高め、ひいては、外交上の日本
の立場を有利にしていく上でも大きな意義が
ある。

ア	 留学生交流関連業務
日本の高等教育機関で学ぶ外国人留学生の

在籍者数は、13万7,756人（2012年5月現在）
で2011年より約220人減少した。外務省は、
在外公館を通じて日本への留学の魅力や機会
を積極的に広報するとともに、各国の優秀な
学生を国費留学生として受け入れるための広
報、募集、選考などの窓口業務を担ってい
る。また、留学生が帰国した後も、各国にあ
る「帰国留学生会」を通じたこれら元留学生
との関係維持と知日家・親日家の育成に努め
ている。

留学生の推移及び出身国・地域別留学生数

0
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※外国政府派遣留学生とは、外国政府の経費負担により日本に派遣される留学生、外務省が実施する人材育成支援無償（JDS）事業により日本に派
遣される留学生及び日韓共同理工系学部留学生のうち韓国政府負担の留学生をいう。

出典：（独）日本学生支援機構

出身国・地域別留学生数（計13万8,075人）

中国
86,324人韓国

16,651人

その他
23,340人

台湾
4,617人

ベトナム
4,373人

ネパール
2,451人
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イ	 JETプログラム
1987年に開始された「JETプログラム」

は、平成24年度には新規に約1,500人が参加
し、参加者の累計は5万7,000人を超えた。こ
のプログラムは外国語の充実、地域レベルの
国際交流や地域の国際化に貢献しており、ま
たJET経験者の多くが知日家・親日家として
各国の様々な分野で活躍し、日本にとって貴
重な人的・外交的資産となっている。外務省

JET参加者招致人数及び参加者の推移
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土日基金主催の留学説明会（5 月、トルコ・アンカラ）
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は、本プログラムの「入口」（在外公館によ
る選考や来日前オリエンテーションなど）及
び「出口」（元JET参加者の会（JETAA）へ
の活動支援）を担当し、総務省、文部科学省
や財団法人自治体国際化協会とともに、地方
公共団体が外国青年を招致する本事業に協力
している。15か国で組織されているJETAA

（会員数は約2万4,000人）は、帰国後も各国
における日本理解の促進に貢献している。

ウ	 スポーツ交流事業
7月から9月にかけてロンドンで開催され

たオリンピック・パラリンピックでは、日本
人選手が様々な競技で活躍し、その情熱溢れ

るひたむきな姿は、震災後の復興に取り組む
日本国民に夢と希望を与え、世界中の人々に
も大きな感動を与えた。このようにスポーツ
は、国境、言語、民族の違いを超え、国際交
流や国際相互理解の増進に寄与するととも
に、日本の国際的地位の向上にも極めて重要
な役割を果たしている。外務省は、柔道、剣
道、空手など武道を始めとするスポーツ分野
での国際交流を通じた対日理解促進や親日家
育成を図っている。また、外務省は、2020
年オリンピック・パラリンピックの東京招致
を始め、大規模な国際スポーツ競技大会の日
本招致活動も積極的に進めている。

（3）知的分野の交流

ア	 日本研究
海外の知識層の日本に対する深い理解を醸

成するため、外務省は、日本の政治、経済、
社会、文化などに関する様々な研究活動を支
援している。

2012年度の具体的事例としては、国際交流
基金を通じて、各国・地域において日本研究
の拠点となる大学や研究所など34か国・地
域72か所の日本研究機関、中国の北京日本
学研究センターなどに、客員教授派遣、日本
関係図書の拡充、研究助成など複合的支援を
行った。また、日本で研究・調査活動を行う

ためのフェローシップを海外の日本研究者に
提供した（49か国・地域から165人を採用）。
そのほかにも、各国・地域で日本研究者の学
会やネットワークへの支援も行っている。

イ	 知的交流
世界や地域に共通する課題の解決に向けた

取組をけん引し、様々な主体をつなぎ合わせ
る架け橋となることで、日本が国際社会に更
なる貢献を行うため、外務省は、多国間の共
同作業・交流を重視した知的交流事業を企
画・実施・支援している。具体的には、国際

第 26 期 JET 参加者対象 Q&A デスクの様子 キリンチャレンジカップ 2012 対アラブ首長国連邦代表戦先発メンバー
（写真提供：© J.LEAGUE PHOTOS）
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交流基金を通じて、国際的に共通の関心テー
マについて日本人が諸外国と対話する国際会
議、交流・対話などを支援するとともに、日
本の地方公共団体や公益法人、非営利団体

（NPO）などとの協力により国際シンポジウ
ムや国際対話・交流事業を行った。また、こ
れら知的交流事業の中で、2012年は前年に
引き続き、東日本大震災からの復興に関する
対外発信や防災・復興に関する知見の交換、
交流も行っている。

ウ	 国際連合大学（UNU）との協力
日本政府は、日本に本部を置く主要な国連

機関であるUNUに対し、様々な協力を行っ
てきた。特に、日本の大学や研究機関との関
係強化など、「日本に根ざした国際連合大学」、

「開かれた国際連合大学」を目指した取組を
支援している。UNUは、2010年に大学院プ
ログラムの修士課程、2012年に博士課程を
開設しており、質の高いグローバルな人材育
成プログラムを提供している。

（4）日本語普及

海外における日本語普及は、日本との交流
の担い手を育てるものであり、対日理解を深
めるとともに、諸外国との友好関係の基盤と
なるものである。現在133の国・地域におい
て、365万人余りが日本語を学習しており

（2009年国際交流基金調べ）、学習者数は30
年間で28倍以上に増加している。近年では
学習目的も多様化し、従来の就職や留学と
いった実利志向のみならず、異文化理解や
ポップカルチャーへの関心を動機とする学習
者が増加している。外務省では、国際交流基
金を通じて、日本語専門家の海外派遣、海外
の日本語教師及び外交官などの訪日研修、日
本語教材の開発、日本語教授法や学習成果の

評価手法を考えるための手段としての「国際
交流基金（JF）日本語教育スタンダード」
を開発し、日本語教育現場の多様なニーズに
対応している。

国際交流基金が実施している日本語能力試
験については、2012年に世界64の国・地域、
306都市で行われており、約64万人（応募
数）（国内実施分を含む。）が受験するまでに
拡大してきている。

そのほかにも、アニメやマンガを使った学
習支援ウェブサイトなどの視聴覚教材の更な
る活用、国際交流基金の直営日本語講座など
を通じ、海外日本語学習者層を更に増やすこ
とを目指している。

海外における日本語学習者数及び国・地域別学習者数
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さらに、国・地域ごとのニーズに応じた日
本語普及事業の展開と関係機関の連携強化の
ため、2007年度から、国際交流基金の海外
拠点や日本語専門家が派遣されている諸大学
を中心に、「JFにほんごネットワーク（通

称：さくらネットワーク）」の構築拡大に取
り組んできた。2012年には同ネットワーク
における中核メンバーとして認定された機
関・団体の総数が123か所に達した。

（5）文化無償資金協力

開発途上国における文化・高等教育を支援
し、日本と開発途上国の相互理解や友好親善
を深めるため、ODAの一環として文化無償
資金協力を実施している。2012年は、一般
文化無償資金協力を6件（総額約2.8億円）、
草の根文化無償資金協力を16件（総額約1.1
億円）実施した。例えば、2012年7月に引渡
式が行われたグアテマラのティカル国立公園
文化遺産保存研究センターは、自然環境と調
和するよう日本の技術を取り入れた設計と
なっており、同国の文化遺産保護・保存のみ
ならず、日本との学術交流拠点としても、多
くの人々による活用が期待されている。

（6）国連教育科学文化機関（UNESCO・ユネスコ）を通じた協力

日本は、教育、科学、文化、コミュニケー
ションなどの各分野における国際的な知的協
力や開発途上国に対する開発支援といったユ
ネスコの様々な取組に積極的に参加してい
る。

文化面では、世界の有形・無形の文化遺産
の保存修復、振興や人材育成の分野での支援
を柱として、積極的に協力するとともに、文
化遺産保護のための国際的枠組みにも積極的
に参画している。その一環として、日本は、
ユネスコに有形・無形それぞれの文化遺産保
護や開発途上国の人材育成を目的とした、3
つの日本信託基金を設置している。文化遺産
保存日本信託基金では、アフガニスタンの

バーミヤン遺跡を始め、日本人の専門家が中
心となって現地の人々が将来は自らの手で遺
跡を守れるよう人材育成を行うとともに、遺
跡の保存修復を行っている。また1994年か
ら始まったカンボジアのアンコール遺跡保存
修復事業は、2012年に第4期が開始するなど
継続的な支援が行われている。無形文化遺産
保護日本信託基金では、開発途上国における
音楽・舞踊などの伝統芸能や伝統工芸などを
次世代に継承するための事業や、無形文化遺
産保護条約の締結に向けた国内制度整備を支
援している。人的資源開発信託基金では、ユ
ネ ス コ が 主 導 す る「 万 人 の た め の 教 育

（EFA）」の推進など、教育分野を中心とし

ティカル国立公園文化遺産保存研究センター外観（グアテマラ）
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た人材育成への取組を支援している。2012
年度には約0.5億円を拠出し、「ラオス及び
ミャンマーにおけるジェンダーに配慮した柔
軟な代替的学習プログラム」などのプロジェ
クトを開始した。また、ユネスコとの連携に
おいては、アフガニスタンにおいて「識字能
力強化計画」や「警察識字能力強化計画」等
を実施しており、引き続き協力していく。

2012年2月には、ユネスコの実施する5事
業（「南スーダンの教育セクター発展のため
の初期対策」、「東リベリアにおけるコートジ
ボワール難民に対する教育支援」、「アフリカ
の角における干ばつ及び飢餓対策」、「エジプ
ト及びリビアにおける教育緊急対策支援」、

「イラクの青年層に対する職業訓練を通じた
治安確保及び復興支援プログラム」）に総額
479万米ドルを拠出した。また、日本で取組
を強化している「持続可能な開発のための教
育（ESD）」については、2014年に日本で開
催予定の「国連持続可能な開発のための教育
の10年」（DESD、2005年～2014年）最終年
会合に向けて、ESDの更なる推進を目指し
ている。

ア	 世界遺産条約
世界遺産条約は、文化遺産や自然遺産を人

類全体の遺産として国際的に保護することを
目的として、1972年のユネスコ総会で採択
され、1975年に発効した。日本は1992年に
この条約を締結した（現在締約国数は190か
国）。この条約に基づく「世界遺産一覧表」
に記載されたものが、いわゆる「世界遺産」
であり、建造物や遺跡などの「文化遺産」、
自然地域などの「自然遺産」、文化と自然の
両方の要素を持つ「複合遺産」に分類され、
現在、世界全体で962件に上る。日本からは、
文化遺産12件、自然遺産4件の計16件が記
載されている。2012年は条約採択から40年

の節目であり、世界遺産委員会を中心に、条
約の運用や世界遺産の在り方と価値の定義を
見直すための議論が行われた。2011年11月
以来世界遺産委員会委員国を務める日本は、
これらの議論に積極的に参画し、2012年11
月、京都において条約採択40周年記念会合
を開催した（詳細については216ページの特
集参照）。

イ	 無形文化遺産条約
無形文化遺産条約は、2003年ユネスコ総

会で採択され、2006年4月に発効した。この
条約により、伝統芸能や伝統工芸技術などの
無形文化遺産についても、国際的保護の体制
が整えられることとなった。国内の無形文化
財保護において豊富な経験を持つ日本は、こ
の条約の作成作業のけん引役となり、運用指
針の主要部分を取りまとめるなど、積極的な
貢献を行ってきている。条約に基づき作成さ
れている「人類の無形文化遺産の代表的な一
覧表」には、日本の無形文化遺産として計
21件が記されている。その中には、日本か
ら「人類の口承及び無形遺産に関する傑作」
としてユネスコが宣言していた能楽、文楽、
歌舞伎の3件や2012年12月にパリで開催さ
れた第7回政府間委員会において記載が決定
した「那

な

智
ち

の田
でん

楽
がく

」が含まれている。

那
な

智
ち

の田
でん

楽
がく

　（写真提供：文化庁）
熊野那智大社の例大祭で演じられる、乱

らん

声
じょう

、 鋸
のこぎり

歯
ば

、八拍子などの古風
な演技法による田楽
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世界遺産条約採択 40周年記念最終会合の開催特　集

1．世界遺産条約採択40周年
今や世界中の人々に広く認知されている世界遺産は、「顕著で普遍的な価値」を持つ文化遺産

や自然遺産を人類の遺産として保護することを目的に、1972年に国際連合教育文化機関（ユネ
スコ）で採択された「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約（世界遺産条約）」に基
づいています。この条約採択から40年を迎えた2012年、世界遺産条約の意義を振り返り将来を
考える節目として、世界各地で様々なイベントや会合が開催されました。

2．京都における世界遺産条約採択40周年記念最終会合の開催
日本では、2月13日、ボコバ・ユネスコ事

務局長による「日本における40周年記念開
幕宣言」に続き、各地で様々なイベントが行
われました。そして、11月6～8日、京都に
おいて、世界各地での一連の行事を締めくく
る40周年記念最終会合（京都会合）が開催
されました。

日本政府主催（ユネスコ協力）で開催され
た京都会合には、ボコバ事務局長、歴代世界
遺産センター所長、ソック・アン世界遺産委
員会議長（カンボジア副首相）を始め、世界遺産条約締約国政府関係者、国際機関関係者、国
内外の専門家や世界遺産保護に携わる関係者など、世界61か国から約600人が参加し、「世界遺
産と持続可能な開発：地域社会の役割」という40周年の全体テーマの下、幅広い議論が行われ
ました。

世界遺産の寺社が点在する京都における本会合開催は、人類共通の貴重な遺産保護に関する
日本の国際貢献を広く世界に知らせるとともに、2011年11月以来世界遺産委員会委員国を務め
る日本の世界遺産条約への積極的な取組を印象付けるものとなりました。

3．「京都ビジョン」
京都会合における議論の結果まとめられた「京都ビジョン」は、今後の世界遺産保護には、

持続可能性の視点や世界遺産保護のための地域社会の参画が極めて重要であることを強調し、
地球規模での財源確保、世界遺産に関わる多層的なコミュニティ間の協力推進、地域社会や専
門家、若者による世界遺産保護への参画などが必要であることを国際社会に呼びかけています。

世界遺産条約採択 40 周年記念最終会合の様子（11 月 6 日、京都）
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